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【中間見直しの方向性】

地域福祉計画の中間見直しについては、原則として基本方針等骨子と

な る部分の 変更は 行わず、以 下の項目 の検証 により変更が 必要と考 え

られる項目の修正を行う方向性としたい。

また、重層的支援体制整備事業実施計画、再犯防止推進計画および成年

後見制度利用促進基本計画の中間見直しについては、掲載内容の充実化等

について検討を行うこととしたい。

（ただし、成年後見制度利用促進基本計画の中間見直しについては成年

後見制度利用促進審議会での審議となる。）

○ 現行の計画書の内容をもとに、第１０期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画、認知症施策推進計画、第７期障害者計画、第８期障害

福祉計画および第４期障害児福祉計画の策定により、基本施策に掲載

されている各事業等で変更が生じる箇所の修正を行う。

○ 地域福祉計画に掲載している各事業について、担当課での評価をもと

に必要に応じて見直しを行う。

また、資料編に記載の取組指標（Ｐ.２１１～２２０）についても必要

に応じて見直しを行うとともに、評価指標の現状値は令和７年度実績

および令和８年度見込の数値を掲載し、評価指標の見込値は令和９年度

～令和１１年度の数値を設定する。

○ 中間見直し時に実施するアンケート調査の集計結果を令和６年度策定

時のものと比較し、各事業の見直しを行う際の資料として活用する。

○ 支会単位の１１地区ごとでデータ集計ができるもの（自治会加入世帯

数、障害者手帳所持者数等）を計画書に追加で掲載し、地区ごとの傾向

が把握できるようにする。

○ 令和７年度策定のこども計画の内容を必要に応じて反映させる。


